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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１及び第２の２個の扉体と、これらの扉体を開閉移動方向へ案内する第１
及び第２ガイド部材とを備え、この第１ガイド部材は前記第１扉体の上方に配置され、前
記第２ガイド部材は前記第１扉体に取り付けられ、この第２ガイド部材の戸先側の部分は
前記第１扉体の戸先側の端部から突出しており、前記第１扉体は、前記開閉移動方向に複
数個設けられていて前記第１ガイド部材に移動自在に係合する第１係合部を備え、これら
の第１係合部のうちの最も戸先側の前記第１係合部は前記第２ガイド部材の前記突出部分
に設けられ、前記第１扉体はこれらの第１係合部で前記第１ガイド部材から吊り下げられ
た上吊り式扉体であり、前記第２扉体の上部には、前記第２ガイド部材に移動自在に係合
する第２係合部が前記開閉移動方向に複数個設けられ、前記第２扉体はこれらの第２係合
部で前記第２ガイド部材から吊り下げられた上吊り式扉体であり、前記第１及び第２扉体
の同一方向への移動によって開口部が開閉されるとともに、この開口部は、前記第１扉体
よりも前記第２扉体が閉じ側へ前進することにより前記開閉移動方向へずれた前記第１及
び第２扉体によって閉じられる多重引き式引戸装置において、
　前記複数個の第２係合部のうちの最も戸先側の前記第２係合部の前記開閉移動方向にお
ける位置は、前記第１及び第２扉体の全開から全閉までの全移動行程を通して、前記最も
戸先側の前記第１係合部の前記開閉移動方向における位置と同じ位置又はこの位置よりも
戸尻側の位置となっていることを特徴とする多重引き式引戸装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の多重引き式引戸装置において、前記最も戸先側の前記第１係合部の前
記開閉移動方向における位置は、前記第１及び第２扉体の全開から全閉までの全移動行程
を通して、前記第２扉体の前記開閉移動方向における中央位置と同じ位置又はこの位置よ
りも戸先側の位置となっていることを特徴とする多重引き式引戸装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の多重引き式引戸装置において、前記最も戸先側の前記第１係合
部は、前記第２ガイド部材の前記突出部分における戸先側の端部に設けられていることを
特徴とする多重引き式引戸装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の多重引き式引戸装置において、前記第１扉体と前記第
２扉体は連動機構で連結され、この連動機構は、前記開閉移動方向に離れて前記第１扉体
に配置された２個の回転部材と、これらの回転部材に掛け回され、かつ前記第１及び第２
扉体に対して不動となっている不動部材に結合されているとともに、前記２個の回転部材
を間に挟んで前記不動部材との結合箇所とは反対側においても前記第２扉体に結合されて
いる紐状部材とを含んで構成されており、前記２個の回転部材のうちの戸先側の前記回転
部材は、前記最も戸先側の前記第１係合部を前記第２ガイド部材の前記突出部分に取り付
けるためのブラケットに配置され、戸尻側の前記回転部材は、前記第１扉体の上部に配置
されていることを特徴とする多重引き式引戸装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の多重引き式引戸装置において、前記ブラケットは、前記第２ガイド部
材の前記突出部分における戸先側の端部又はその近傍に配置されていることを特徴とする
多重引き式引戸装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の多重引き式引戸装置において、前記第２扉体は前記第
１扉体の内部に出入り可能となっていることを特徴とすることを特徴とする多重引き式引
戸装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の多重引き式引戸装置において、前記第１ガイド部材は
第１ガイドレールであり、前記第２ガイド部材は第２ガイドレールであり、前記複数個の
第１係合部は前記第１ガイドレールに転動自在に係合する第１ローラであり、前記複数個
の第２係合部は前記第２ガイドレールに転動自在に係合する第２ローラであることを特徴
とする多重引き式引戸装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガイドレール等のガイド部材で案内される複数個の扉体を備え、それぞれの
扉体が上方に配置されたガイド部材から吊り下げられた上吊り式の多重引き式引戸装置に
係り、例えば、２個の上吊り式扉体で構成される二重引き式引戸装置等に利用できるもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　下記の特許文献１には、第１及び第２の２個の扉体と、これらの扉体を開閉移動方向へ
案内する第１及び第２ガイド部材となっている第１及び第２ガイドレールとを備え、第１
及び第２扉体の同一方向への移動によって開口部が開閉されるとともに、この開口部は、
第１扉体よりも第２扉体が閉じ側へ前進することにより前記開閉移動方向へずれた第１及
び第２扉体によって閉じられる多重引き式引戸装置である二重引き式引戸装置が示されて
いる。
【０００３】
　この引戸装置の第１ガイドレールは第１扉体の上方に配置され、第２ガイドレールは第
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１扉体に取り付けられ、この第２ガイドレールの戸先側（閉じ側）の部分は第１扉体の戸
先側の端部から突出している。第１扉体は、前記開閉移動方向に２個設けられていて第１
ガイドレールに移動自在に係合する第１係合部となっている第１ローラを備え、これらの
第１ローラのうちの戸先側の第１ローラは第２ガイドレールの前記突出部分に設けられ、
第１扉体はこれらの第１ローラで第１ガイドレールから吊り下げられた上吊り式扉体とな
っている。第２扉体の上部には、第２ガイドレールに移動自在に係合する第２係合部とな
っている第２ローラが前記開閉移動方向に２個設けられ、第２扉体はこれらの第２ローラ
で第２ガイドレールから吊り下げられた上吊り式扉体となっている。
【特許文献１】特開２００６－１０４８３０号公報（図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に示されている二重引き式引戸装置では、第１及び第２扉体の全閉時に
おいて、第２扉体の２個の第２ローラのうちの戸先側の第２ローラの前記開閉移動方向に
おける位置は、第１扉体の２個の第１ローラのうち戸先側の第１ローラの前記開閉移動方
向における位置よりも戸先側の位置となっている。これによると、第２扉体の重量が２個
の第２ローラと第２ガイドレールとを介して第１扉体に作用しているため、この第１扉体
の開閉移動方向（言い換えると、左右方向である第１扉体の幅方向）の重量バランスが悪
くなり、第１扉体がこの第１扉体の厚さ方向に通る水平軸を中心として揺動するおそれが
ある。このため、この水平軸廻りの第１扉体の姿勢を安定させる工夫が求められている。
【０００５】
　本発明の目的は、第２扉体と共に開口部を開閉するための第１扉体の姿勢の安定化を図
ることができるようになる多重引き式引戸装置を提供すること。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る多重引き式引戸装置は、少なくとも第１及び第２の２個の扉体と、これら
の扉体を開閉移動方向へ案内する第１及び第２ガイド部材とを備え、この第１ガイド部材
は前記第１扉体の上方に配置され、前記第２ガイド部材は前記第１扉体に取り付けられ、
この第２ガイド部材の戸先側の部分は前記第１扉体の戸先側の端部から突出しており、前
記第１扉体は、前記開閉移動方向に複数個設けられていて前記第１ガイド部材に移動自在
に係合する第１係合部を備え、これらの第１係合部のうちの最も戸先側の前記第１係合部
は前記第２ガイド部材の前記突出部分に設けられ、前記第１扉体はこれらの第１係合部で
前記第１ガイド部材から吊り下げられた上吊り式扉体であり、前記第２扉体の上部には、
前記第２ガイド部材に移動自在に係合する第２係合部が前記開閉移動方向に複数個設けら
れ、前記第２扉体はこれらの第２係合部で前記第２ガイド部材から吊り下げられた上吊り
式扉体であり、前記第１及び第２扉体の同一方向への移動によって開口部が開閉されると
ともに、この開口部は、前記第１扉体よりも前記第２扉体が閉じ側へ前進することにより
前記開閉移動方向へずれた前記第１及び第２扉体によって閉じられる多重引き式引戸装置
において、前記複数個の第２係合部のうちの最も戸先側の前記第２係合部の前記開閉移動
方向における位置は、前記第１及び第２扉体の全開から全閉までの全移動行程を通して、
前記最も戸先側の前記第１係合部の前記開閉移動方向における位置と同じ位置又は略同じ
位置、又はこの位置よりも戸尻側の位置となっていることを特徴とするものである。
【０００７】
　本発明では、第２扉体の上部に設けられている最も戸先側（言い換えると、閉じ側）の
第２係合部の前記開閉移動方向における位置が、第１及び第２扉体の全開から全閉までの
全移動行程を通して、第２ガイド部材の前記突出部分に設けられている最も戸先側の第１
係合部の前記開閉移動方向における位置と同じ位置又は略同じ位置、又はこの位置よりも
戸尻側（言い換えると、開き側）の位置となっている。言い換えると、第２ガイド部材の
前記突出部分に設けられている最も戸先側の第１係合部の前記開閉移動方向における位置
は、第１及び第２扉体の全開から全閉までの全移動行程を通して、第２扉体の上部に設け
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られている最も戸先側の第２係合部の前記開閉移動方向における位置と同じ位置又は略同
じ位置、又はこの位置よりも戸先側の位置となっている。
【０００８】
　これによると、第２扉体の重量が２個の第２ローラと第２ガイドレールとを介して第１
扉体に作用しても、第１扉体の開閉移動方向（言い換えると、左右方向である第１扉体の
幅方向）の重量バランスは、従来の多重引き式引戸装置の第１扉体と比較して、第１及び
第２扉体の全開から全閉までの全移動行程を通して（特に、全閉時において）良くなるの
で、第１扉体がこの第１扉体の厚さ方向に通る水平軸を中心として揺動することを有効に
抑えることができるようになる。
【０００９】
　このため、本発明によると、第２扉体と共に開口部を開閉するための第１扉体の姿勢の
安定化を図ることができるようになる。また、これにより、第１扉体及び第２扉体の円滑
な開閉移動が達成できる。
【００１０】
　本発明において、第２ガイド部材が第１扉体に取り付けられる位置は任意であり、例え
ば、第１扉体の上部でもよく、第１扉体の側部等でもよい。
【００１１】
　また、本発明において、第１扉体が備える複数個の第１係合部のうちの最も戸尻側の第
１係合部の前記開閉移動方向における位置は任意であるが、第１及び第２扉体の全開から
全閉までの全移動行程を通して、第２扉体の上部に設けられている最も戸尻側の第２係合
部の前記開閉移動方向における位置と同じ位置又は略同じ位置、又はこの位置よりも戸尻
側の位置となっていることがより好ましい。これによると、第１扉体の開閉移動方向の重
量バランスがより良くなり、第１扉体がこの第１扉体の厚さ方向に通る水平軸を中心とし
て揺動することをより有効に抑えることができるようになる。
【００１２】
　以上の本発明において、第１扉体が備える複数個の第１係合部のうちの最も戸先側の第
１係合部の前記開閉移動方向における位置は、第１及び第２扉体の全閉から全閉までの全
移動行程を通して、第２扉体の前記開閉移動方向における中央位置（言い換えると、重心
位置）と同じ又は略同じ位置、又はこの位置よりも戸先側の位置となっていることがより
好ましい。これによると、第２扉体の重心位置が、前記最も戸先側の前記第１係合部の前
記開閉移動方向における位置と同じ位置又は略同じ位置、又はこの位置よりも戸尻側の位
置となるので、第１扉体の開閉移動方向の重量バランスがさらにより良くなり、第１扉体
がこの第１扉体の厚さ方向に通る水平軸を中心として揺動することをさらにより有効に抑
えることができるようになる。
【００１３】
　以上の本発明において、第１扉体が備える複数個の第１係合部のうちの最も戸先側の第
１係合部が設けられる位置は任意であるが、第２ガイド部材の前記突出部分における戸先
側の端部に設けられることがより好ましい。これによると、第１ガイド部材に係合する最
も戸先側の第１係合部と、最も戸尻側の第１係合部との間隔がそれだけ長くなるので、第
１ガイド部材に吊り下げられた第１扉体の開閉移動方向の重量バランスがより良くなり、
第１扉体がこの第１扉体の厚さ方向に通る水平軸を中心として揺動することをより有効に
抑えることができるようになる。
【００１４】
　以上の本発明において、第１扉体と第２扉体を連動機構によって連動可能に連結しても
よい。
【００１５】
　ここで、連動機構の形式、構造は任意であるが、その一例として、第１及び第２扉体の
開閉移動方向に離れて第１扉体に配置された２個の回転部材と、これらの回転部材に掛け
回され、かつ第１及び第２扉体に対して不動となっている不動部材に結合されているとと
もに、前記２個の回転部材を間に挟んで前記不動部材との結合箇所とは反対側においても
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第２扉体に結合されている紐状部材とを含んで構成されているものを挙げることができる
。
【００１６】
　この連動機構の例によると、第１扉体と第２扉体とのうちの一方を開閉方向へ移動させ
ると、この一方の扉体の移動は他方の扉体へ２個の回転体と紐状部材とを介して伝達され
ることになるとともに、移動距離の短い第１扉体は低速で開閉移動する低速扉体となり、
移動距離の長い第２扉体は高速で開閉移動する高速扉体となる。これらの扉体を開閉移動
させるためには、第１扉体に手操作による操作力等を作用させてもよく、第２扉体に手操
作による操作力等を作用させてもよい。
【００１７】
　なお、この紐状部材は、金属製ワイヤーでもよく、合成樹脂製紐でもよく、繊維製紐で
もよく、これらの複合材でもよく、さらには、平ベルトでもよく、タイミングベルトでも
よく、チェーン等でもよく、任意である。また、この紐状部材は１本の部材をループ状に
形成したものでもよく、複数本の紐状片を直列に連結してループ状に形成したものでもよ
い。
【００１８】
　以上のように、連動機構を第１扉体に配置された２個の回転部材に掛け回される紐状部
材を有するものとした場合において、２個の回転部材が配置される位置は任意であるが、
これらの回転部材の第１の配置例として、２個の回転部材のうちの戸先側の回転部材は、
第２ガイド部材の前記突出部分に配置され、戸尻側の回転部材は、第１扉体の上部に配置
されているものを挙げることができ、また、第２の配置例として、２個の回転部材のうち
の戸先側の回転部材は、最も戸先側の第１係合部を第２ガイド部材の前記突出部分に取り
付けるためのブラケットに配置され、戸尻側の回転部材は、第１扉体の上部に配置されて
いるものを挙げることできる。
【００１９】
　前述した特許文献１に示されている引戸装置においても、第１扉体と第２扉体を連動可
能に連結する連動機構を備えているが、この連動機構では、前記第１の配置例のように、
戸先側の回転部材は、第２ガイド部材の前記突出部分に取り付けられている。このため、
最も戸先側の前記第１係合部をこの突出部分に設けるときには、前記戸先側の回転部材が
邪魔になってしまう場合が生じる。
【００２０】
　一方、前記第２の配置例によると、戸先側の回転部材が、最も戸先側の第１係合部を第
２ガイド部材の前記突出部分に取り付けるためのブラケットに配置されているので、最も
戸先側の第１係合部をこの突出部分に設けるときには、前記戸先側の回転部材が邪魔にな
るということがなくなる。すなわち、最も戸先側の第１係合部を第２ガイド部材の前記突
出部分の任意の位置に設けることができるようになる。
【００２１】
　このため、連動機構を第１扉体に配置された２個の回転部材に掛け回される紐状部材を
有するものとした場合においては、２個の回転部材のうちの戸先側の回転部材は、最も戸
先側の第１係合部を第２ガイド部材の前記突出部分に取り付けるためのブラケットに配置
され、戸尻側の回転部材は、第１扉体の上部に配置されていることがより好ましい。
【００２２】
　なお、以上のように、連動機構を第１扉体に配置された２個の回転部材に掛け回される
紐状部材を有するものとし、２個の回転部材のうちの戸先側の回転部材は、最も戸先側の
第１係合部を第２ガイド部材の前記突出部分に取り付けるためのブラケットに配置され、
戸尻側の回転部材は、第１扉体の上部に配置されるようにした場合において、前記ブラケ
ットが配置される位置は任意であるが、第２ガイド部材の前記突出部分における戸先側の
端部又はその近傍に配置されることがより好ましい。
【００２３】
　これによると、第１ガイド部材に係合する最も戸先側の第１係合部と、最も戸尻側の第
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１係合部との間隔をそれだけ長くすることができるので、前述したように、第１ガイド部
材に吊り下げられた第１扉体の開閉移動方向の重量バランスがより良くなり、第１扉体が
この第１扉体の厚さ方向に通る水平軸を中心として揺動することをより有効に抑えること
ができるようになる。
【００２４】
　なお、第１扉体と第２扉体とを連動機構によって連動可能に連結するのではなく、第１
扉体と第２扉体のうち、一方の扉体に、この一方の扉体が所定距離移動すると、他方の扉
体に設けられた被係止部に係止する係止部を設け、この係止後は、係止部と被係止部によ
って第１扉体と第２扉体が一体となって移動するようにしてもよい。
【００２５】
　以上の本発明において、第１扉体に対して第２扉体を、第１扉体の厚さ方向にずれて配
置してもよく、第１扉体の厚さ方向にずれて配置しなくてもよい。
【００２６】
　後者の場合における２個の扉体の配置例として、第２扉体が第１扉体の内部に出入り可
能となっているもの等を挙げることができる。言い換えると、第１扉体を外側扉体とし、
第２扉体をこの外側扉体の内部に入れ子式に収納される内側扉体としたもの等を挙げるこ
とができる。
【００２７】
　以上の本発明において、第１及び第２ガイド部材は、ガイドレールでもよく、スライド
レール（スライディングレール）でもよい。そして、第１ガイド部材と第２ガイド部材の
両方がガイドレールとなっていてもよく、第１ガイド部材と第２ガイド部材の両方がスラ
イドレールとなっていてもよく、第１ガイド部材と第２ガイド部材のいずれか一方がガイ
ドレールで、他方がスライドレールとなっていてもよい。第１ガイド部材と第２ガイド部
材の両方がガイドレールとなっている場合には、第１ガイド部材は第１ガイドレールであ
り、第２ガイド部材は第２ガイドレールであり、第１ガイド部材の第１係合部は第１ガイ
ドレールに転動自在に係合する第１ローラであり、第２ガイド部材の第２係合部は第２ガ
イドレールに転動自在に係合する第２ローラとなる。また、第１ガイド部材と第２ガイド
部材の両方がスライドレールとなっている場合には、第１ガイド部材は第１スライドレー
ルであり、第２ガイド部材は第２スライドレールであり、第１ガイド部材の第１係合部は
第１スライドレールにスライド自在に係合する第１スライド部であり、第２ガイド部材の
第２係合部は第２スライドレールにスライド自在に係合する第２スライド部となる。
【００２８】
　以上の本発明において、第２ガイド部材を第１扉体に取り付ける位置は任意であり、例
えば、第１扉体の上部の外側でもよく、第１扉体の上部の内側でもよく、第１扉体の側部
の外側でもよく、第１扉体の側部の内側等でもよい。
【００２９】
　以上の本発明において、第１扉体は複数個の扉体構成部分の組み合わせで構成され、こ
れらの扉体構成部分が互いに連結可能となっているものでもよい。ここで、複数個の扉体
構成部分の組み合わせの一例として、第２ガイド部材が取り付けられる上側の第１構成部
分と、この第１構成部分に連結される下側の第２構成部分とが含まれるものを挙げること
ができる。なお、第２扉体も複数個の扉体構成部分の組み合わせで構成され、これらの扉
体構成部分が互いに連結可能となっているものでもよい。
【００３０】
　以上説明した本発明に係る多重引き式引戸装置は、全閉位置まで達した第１及び第２扉
体を収納する戸袋を備えたものでもよく、戸袋を備えないものでもよい。
【００３１】
　ここで、戸袋は、外部に露出した戸袋、言い換えると、外部から視認できる戸袋でもよ
く、壁の内部に収納された壁収納式の戸袋でもよい。また、上記戸袋は、この戸袋に収納
された前記第１及び第２扉体の一方の片面だけを隠し、他方の片面を外部に露出させる片
面式の戸袋でもよい。
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【００３２】
　また、第１及び第２ガイド部材で案内される第１及び第２扉体の開閉移動形態は任意で
ある。すなわち、第１及び第２扉体を案内する第１及び第２ガイド部材は、第１及び第２
扉体を直線的に案内するものでもよく、曲線的に案内するものでもよく、さらに、例えば
、第１及び第２扉体を建物躯体等に近づけながら全閉とさせるために、第１及び第２ガイ
ド部材は、第１及び第２扉体をこの第１及び第２扉体の厚さ方向に略平行移動させながら
第１及び第２扉体の幅方向（第１及び第２扉体の開閉移動方向）に移動させるものでもよ
い。
【００３３】
　また、以上説明した本発明が適用される第１及び第２扉体は、片引き式のものでもよく
、引分け式のもの（例えば、左右２組の第１及び第２扉体により開口部が開閉されるもの
）でもよい。引分け式（戸袋を備えたもの）を採用した場合には、片引き式の場合と比較
して、開口部の左右に配置される戸袋の幅寸法（左右寸法）を小さくすることができる。
このため、片引き式では戸袋のスペースが十分確保できない場合には、引分け式の多重引
き式引戸装置を設置するようにすればよい。
【００３４】
　また、以上説明した本発明において、第１及び第２扉体の開閉移動は、手動により行わ
れるものでもよく、電動により行われるものでもよい。また、第１及び第２扉体の開閉移
動は、ばね力や重力を利用して行われるものでもよい。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によると、第２扉体と共に開口部を開閉するための第１扉体の姿勢の安定化を図
ることができるようになるという効果を得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下に本発明を実施するための形態を図面に基づいて説明する。本実施形態に係る多重
引き式引戸装置は、２個の扉体２１，２２が、それぞれのガイド部材となっているガイド
レール３０，３９から吊り下げられ、これらのガイドレール３０，３９が扉体２１，２２
を開閉移動方向へ案内する上吊り式の多重引き式引戸装置である。２個の扉体２１，２２
のうちの一方の扉体２１を案内するためのガイドレール３０はこの扉体２１の上方に配置
されており、他方の扉体２２を案内するためのガイドレール３９は扉体２１の上部に取り
付けられている。
【００３７】
　また、この引戸装置は、第１扉体となっている扉体２１及び第２扉体となっている扉体
２２の同一方向への移動によって開口部が開閉されるとともに、この開口部は、扉体２１
より扉体２２が閉じ側へ前進することにより開閉移動方向へずれた扉体２１，２２によっ
て閉じられるものである。なお、この引戸装置は、全開位置まで達した扉体２１，２２を
収納するための戸袋３を有するものであって、本実施形態においてはその一例として、こ
の戸袋３は、壁５の内部に収納された壁収納式の戸袋となっている。
【００３８】
　図１は、例えば、建物内における廊下と部屋との間に配置され、開閉移動方向が同じと
なっている第１扉体２１と第２扉体２２で開閉される開口部が、出入口２となっているこ
の引戸装置の全体を示す正面図である。
【００３９】
　この引戸装置の外枠組みは、扉体２１，２２に対して不動となっている不動部材である
上枠部材１０と、図１で示すように第１及び第２扉体２１，２２で出入口２が全閉となっ
たときに第２扉体２２の先端が当接する戸先側の竪枠部材１１と、この戸先側の竪枠部材
１１とは扉体２１，２２の移動方向反対側に配置されている戸尻側の竪枠部材１２と、こ
れらの竪枠部材１１と１２の間に配置されているとともに、出入口２を開けたときの扉体
２１，２２が収納される戸袋３における出入口２の側の端部に配置された竪額縁部材１３



(8) JP 4875472 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

と、床４における戸袋３の下端に配置された幅木１４とを含んで形成されている。
【００４０】
　出入口２は、これらの枠部材１０～１４で形成された外枠組みの内側の一部の空間とな
っている。上枠部材１０は、戸先側の竪枠部材１１から戸尻側の竪枠部材１２まで延びて
いるため、この上枠部材１０は出入口２と戸袋３に跨る長さを有し、竪額縁部材１３は、
戸袋３における出入口２側の見切り部材となっている。
【００４１】
　戸袋３は、上枠部材１０と幅木１４の長手方向（図１では左右方向であって、扉体２１
，２２の開閉移動方向）に連続している補強部材２０によって補強された構造となってお
り、長手方向の両端が竪枠部材１２と竪額縁部材１３に結合されているこの補強部材２０
は、竪枠部材１１，１２と竪額縁部材１３の長手方向である上下方向に複数個配設されて
いる。そして、これらの補強部材２０の上下において、上枠部材１０と幅木１４の長手方
向に細長い形状となっている内側壁材が接着テープ等による結合具で補強部材２０に結合
され、これらの内側壁材の外側に大面積を有する外側壁材が配置され、補強部材２０にビ
スやステープル等の結合具で結合されているこの外側壁材の表面に、クロス等の壁仕上げ
材が取り付けられている。このため、これらの内側壁材と外側壁材と壁仕上げ材により、
戸袋３の部分の壁５が形成され、戸袋３は、補強部材２０が構造材となって壁５の内部に
形成されている。
【００４２】
　上枠部材１０の全長のうち、出入口２と対応する部分は、点検カバー２３で開閉可能に
塞がれる開口部１０Ａとなっている。また、上枠部材１０の内部には、扉体２１，２２を
開閉移動させるための扉体移動機構が収納配置されている。
【００４３】
　図２及び図３は、点検カバー２３を取り外し、かつ竪額縁部材１３と戸袋３と壁５を除
外して示した扉体移動機構の全体正面図であり、図２は、第１扉体２１と第２扉体２２が
出入口２を全閉とする位置に達していて出入口２が閉じられているときであり、図３は、
第１扉体２と第２扉体２２が出入口２を全開とする位置に達していて出入口２が開けられ
ているときである。図４は、図２のときにおける第１扉体２１と第２扉体２２と扉体移動
機構の要部を拡大して示した正面図である。図５は、図２のときにおける第１扉体２１と
扉体移動機構の一部を拡大して示した正面図であり、図６は、図２のときにおける第２扉
体２２と扉体移動機構の一部を拡大して示した正面図である。図７は、点検カバー２３を
２点鎖線で示した図４のＳ７－Ｓ７線断面図であり、図８は、点検カバー２３を２点鎖線
で示した図４のＳ８－Ｓ８線断面図である。なお、図７では、具体的な構造を後述する自
動閉鎖装置６０の表示は省略されている。
【００４４】
　図７に示されているとおり、点検カバー２３は、上端に斜め下向きに形成され、上枠部
材１０の上面１０Ｂの端部の傾斜延出部１０Ｃに係止される係止部２３Ａと、この係止部
２３Ａから鉛直又は略鉛直下向きに延びている正面部２３Ｂと、この正面部２３Ｂの下端
から上枠部材１０の内側へ水平又は略水平に屈曲している下面部２３Ｃとを有する。上枠
部材１０の開口部１０Ａを塞いでいるときの点検カバー２３は、係止部２３Ａが上枠部材
１０の傾斜延出部１０Ｃに係止され、これにより点検カバー２３の重量が上枠部材１０で
支持され、また、図１から分かるように、下面部２３Ｃが、戸先側の竪枠部材１１と竪額
縁部材１３に取り付けられているブラケット２４，２５にビス等の止着具２６，２７で止
められている。
【００４５】
　点検カバー２３を取り外して上枠部材１０の開口部１０Ａを開けるときには、止着具２
６，２７を取り外し、これにより、点検カバー２３は、上端の係止部２３Ａを中心に上枠
部材１０の内外方向に揺動可能となるため、上枠部材１０の外側方向へ揺動させることに
より、係止部２３Ａを上枠部材１０の傾斜延出部１０Ｃから抜き取る。これにより、点検
カバー２３が取り外されて上枠部材１０の開口部１０Ａが開けられることになり、また、
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以上とは逆の作業を行うことにより、開口部１０Ａを点検カバー２３で塞ぐことができる
。
【００４６】
　次に、前述の扉体移動機構について説明する。
【００４７】
　図２及び図３に示されているように、上枠部材１０の内部には、この上枠部材１０の全
長より若干短い長さとなった第１ガイドレール３０が、扉体２１の上方において配置され
、この第１扉体２１を直線となっている開閉移動方向へ案内するための本実施形態の第１
ガイド部材となっているこの第１ガイドレール３０は、図７に示されているように、上下
に延びる基端部３０Ａと、この基端部３０Ａの下端から扉体２１の厚さ方向へ水平又は略
水平に延びるアーム部３０Ｂとを有する断面略Ｌ字形状となっている。そして、基端部３
０Ａは、上枠部材１０の内部に補強等のために配置されている取付部材２９を介して上枠
部材１０にビス等の結合具３１で結合されている。このため、第１ガイドレール３０は、
扉体２１，２２に対して不動部材となっている上枠部材１０に取り付けられている。
【００４８】
　第１扉体２１は、第１ガイドレール３０のアーム部３０Ｂの先端に上向きに形成された
ローラ載置部３０Ｃの上に転動自在に載っている第１ローラ３２を備えており、この第１
ローラ３２は、図４に示すように、上枠部材１０の長手方向である第１扉体２１の開閉移
動方向に２個設けられている。
【００４９】
　２個の第１ローラ３２のうちの（最も）戸先側の第１ローラ３２Ａは、ブラケット３３
とブラケット４５とを介して具体的な構造を後述する第２ガイドレール３９に取り付けら
れており、（最も）戸尻側の第１ローラ３２Ｂは、ブラケット３８を介して第１扉体の上
部である上面部２１Ａに取り付けられている。
【００５０】
　このため、第１扉体２１は、この第１扉体２１の上方に配置された第１ガイドレール３
０に第１ローラ３２が載っていて、第１ガイドレール３０に吊り下げられた上吊り式の扉
体になっている。そして、第１ローラ３２は、第１ガイドレール３０に転動自在に係合し
た第１扉体２１の第１係合部となっており、第１扉体２１は、第１ガイドレール３０に案
内される第１ローラ３２の転動によって開閉移動自在となっている。
【００５１】
　図９は、図７では示されていない第１扉体２１と第２扉体２２の下部を示す断面図であ
り、第１扉体２１の下端部には、この扉体２１の開閉移動方向に連続する溝３４が形成さ
れ、下向きに開口しているこの溝３４の内部には、図１で示した床４に配置された第１ガ
イドローラ３５が挿入されている。このため、第１ガイドレール３０で案内される第１扉
体２１の開閉移動は、第１扉体２１の下端部がこの第１ガイドローラ３５で案内されるこ
とによっても行われる。
【００５２】
　前述した第２扉体２２に対して戸尻側（言い換えると、開き側）の扉体となっている第
１扉体２１は、図７及び図８に示されているように、板材の折り曲げによる枠部材で形成
されており、この第１扉体２１の厚さ方向の一方の側は、上部である上面部２１Ａから垂
下する側面部である第１垂下部２１Ｂとなっており、他方の側は、上面部２１Ａから垂下
する側面部である第２垂下部２１Ｃとなっている。このため、断面箱形となっているこの
第１扉体２１の内部は、扉体２１，２２の開閉移動方向に連続する空洞部となっている。
【００５３】
　また、図８に示されているように、第１扉体２１の第１垂下部２１Ｂの上部の内側には
、この第１扉体２１に対して戸先側（言い換えると、閉じ側）の扉体となっている前記第
２扉体２２のための前記第２ガイドレール３９が取り付けられている。本実施形態の第２
ガイド部材となっているこの第２ガイドレール３９は、第１ガイドレール３０と同じく、
上下に延びる基端部３９Ａと、この基端部３９Ａの下端から扉体２２の厚さ方向へ水平又
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は略水平に延びるアーム部３９Ｂとを有する断面略Ｌ字形状である。
【００５４】
　図２及び図３に示されているように、第２ガイドレール３９の左右方向である長手方向
の長さは、第１扉体２１の左右方向である幅方向の長さの約２倍となっている。そして、
図５に示されているように、この第２ガイドレール３９は、戸尻側の端部が第１扉体の戸
尻側の端部と一致は又は略一致し、戸先側の部分（長手方向の約左半分）が第１扉体２１
の戸先側の端部から突出するように第１扉体２１に取り付けられている。なお、第２ガイ
ドレール３９は、図５及び図８に示されているように、この第２ガイドレール３９と同じ
又は略同じ長手方向の長さを有するブラケット４５を介して、第１扉体２１の第１垂下部
２１Ｂの内側の上部にビス等の結合具で結合されている。
【００５５】
　また、図５に示されているように、第２ガイドレール３９のうちの第１扉体２１の戸先
側の端部から突出している部分３９Ｄ（以下、「突出部分３９Ｄ」という）の戸先側の端
部３９Ｅの近傍には、前記ブラケット３３が配置されており、図５及び図８に示すように
、２個の第１ローラ３２のうちの戸先側の第１ローラ３２Ａは、このブラケット３３と前
記ブラケット４５を介して第２ガイドレール３９に取り付けられている。このため、戸先
側の第１係合部である第１ローラ３２Ａは、第２ガイドレール３９の突出部分３９Ｄにお
ける戸先側の端部３９Ｅの近傍に設けられている。
【００５６】
　図７に示されているように、ブラケット３３は、第１水平部３３Ｂと、この第１水平部
３３Ｂにおける第１扉体２１の厚さ方向の両端部のうちの上枠部材１０側とは反対側の端
部から立ち上がった立上り部３３Ａと、前記第１水平部３３Ｂにおける第１扉体２１の厚
さ方向の両端部のうちの上枠部材１０側の端部から垂下する垂下部３３Ｃと、この垂下部
３３Ｃの先端から上枠部材１０から遠ざかる方向（言い換えると、点検カバー２３に向か
う方向）に水平に延出する第２水平部３３Ｄとを有している（図５と後述の図１１も参照
）。そして、戸先側の第１ローラ３２Ａは、前記立上り部３３Ａに取り付けられている。
【００５７】
　図６及び図７に示されているように、第２扉体２２の上部である上面部２２Ａには、第
２ガイドレール３９のアーム部３９Ｂの先端に上向きに形成されたローラ載置部３９Ｃの
上に転動自在に載っている第２ローラ４０がブラケット４１を介して取り付けられており
、これらの第２ローラ４０とブラケット４１は、図６で示されているとおり、第２扉体２
２の開閉移動方向に２個設けられている。これらの第２ローラ４０のうちの戸先側の第２
ローラ４０Ａは戸先側のブラケット４１Ａを介して第２扉体２２の上部である上面部２２
Ａに取り付けられており、戸尻側の第２ローラ４０Ｂも戸尻側のブラケット４１Ｂを介し
て第２扉体の上面部２２Ａに取り付けられている。
【００５８】
　このため、第２扉体２２は、この第２扉体２２の上方に配置された第２ガイドレール３
９に第２ローラ４０が載っていて、この第２ガイドレール３９に吊り下げられた上吊り式
の扉体になっている。そして、第２ローラ４０は、第２ガイドレール３９に転動自在に係
合した第２扉体２２の第２係合部となっており、第２扉体２２は、第２ガイドレール３９
に案内される第２ローラ４０の転動によって開閉移動自在となっている。
【００５９】
　図９に示すとおり、第２扉体２２の下端部には、この第２扉体２２の開閉移動方向に連
続する溝４２が形成され、下向きに開口しているこの溝４２の内部には、第１扉体２１の
前記溝３４を形成している下部フレーム部材４３に取り付けられた第２ガイドローラ４４
が挿入されている。このため、第２ガイドレール３９で案内される第２扉体２２の開閉移
動は、第２扉体２２の下端部がこの第２ガイドローラ４４で案内されることによっても行
われる。
【００６０】
　また、図７及び図９で示されているように、第２扉体２２の厚さは第１扉体２１の厚さ
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よりも小さく、そして、第１扉体２１の内部は、前記上面部２１Ａの下面から前記第１及
び第２垂下部２１Ｂ，２１Ｃの下部まで達する空洞部となっており、この空洞部に、開口
した端面となっている第１扉体２１の戸先側の端面から第２扉体２２が出入り可能となっ
ている。すなわち、第１扉体２１と開閉移動方向が同じになっている第２扉体２２は、第
１扉体２１の内部に出没可能な入れ子式となっている。なお、第１扉体２１の戸尻側の端
面も開口した端面となっており、このため、第２扉体２２は第１扉体２１の内部を貫通可
能となっている。
【００６１】
　これらの第１扉体２１と第２扉体２２は連動機構によって連結され、この連動機構によ
り、第１扉体２１と第２扉体２２は連動して開閉移動するようになっている。この連動機
構は、図４及びこの図４のＳ１０－Ｓ１０線断面図である図１０に示されている。
【００６２】
　連動機構５０は、戸先側の第１ローラ３２Ａを第２ガイドレール３９の前記突出部分３
９Ｄに取り付けるための前記ブラケット３３の第１水平部３３Ｂの上面に支持部材５１を
介して回転自在に取り付けられた第１回転部材５２と、この第１回転部材５２とは第１扉
体２１の開閉移動方向に離れて配置され、戸尻側の第１ローラ３２Ｂを第１扉体２１に取
り付けるための前記ブラケット３８に支持部材５３を介して回転自在に取り付けられた第
２回転部材５４と、これらの回転部材５２と５４に緊張力をもって掛け回された紐状部材
５５とを含んで構成され、金属製ワイヤー又は合成樹脂製紐又は繊維製紐又はこれらの複
合材等で形成されている紐状部材５５は、回転部材５２，５４を回転させながら走行する
走行部材となっている。
【００６３】
　このため、連動機構５０の２個の回転部材５２，５４のうちの戸先側の回転部材である
第１回転部材５２は、支持部材５１を介して、戸先側の第１ローラ３２Ａを第２ガイドレ
ール３９の突出部分３９Ｄに取り付けるためのブラケット３３に配置されており、戸尻側
の回転部材である第２回転部材５４は、支持部材５３とブラケット３８とを介して、第１
扉体２１の上部である上面部２１Ａに配置されている。
【００６４】
　図７に示されているように、第２ガイドレール３９に取り付けられた状態の戸先側のブ
ラケット３３の第１水平部３３Ｂの高さ位置は、第１扉体２１の上面部２１Ａよりも若干
上の高さ位置となっており、このため、このブラケット３３の第１水平部３３Ｂに取り付
けられている第１回転部材５２の高さ位置は、戸尻側のブラケット３８に取り付けられて
いる第２回転部材５４の高さ位置と同じ又は略同じとなっている。
【００６５】
　図７、図８及び図１０に示されているように、紐状部材５５の一部は、不動部材となっ
ている前述の上枠部材１０の取付部材２９に結合部材５６で結合され、また、紐状部材５
５の両端部は、図４、図６及び図１０で示されているとおり、第２扉体２２の前記第２ロ
ーラ４０ごとに設けられている２個の前記ブラケット４１のうち、戸先側のブラケット４
１Ａに結合された連結部材５７にビス等の止着具で止着されている。このため、図１０に
示すように、紐状部材５５の両端部は連結部材５７を介して連結されているため、この紐
状部材５５は実質的に無端の紐状部材になっているとともに、この紐状部材５５の一部に
第２扉体２２が連結されていることになる。
【００６６】
　以上のように、紐状部材５５は、２個の回転部材５２，５４に掛け回され、かつ第１及
び第２扉体２１，２２に対して不動部材となっている上枠部材１０に結合されているとと
もに、２個の回転部材５２，５４を間に挟んで前記上枠部材１０とは反対側においても第
２扉体２２に結合されているものである。
【００６７】
　ここで、前記連結部材５７は、図７に示されているように、戸先側の第２ローラ４０Ａ
を第２扉体２２に取り付けるための戸先側のブラケット４１Ａに取り付けられており、図
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６及び図７に示されているように、水平部５７Ｂと、この水平部５７Ｂにおける第２扉体
２２の厚さ方向の両端部のうちの点検カバー２３側の端部から立ち上がった立上り部５７
Ａと、この水平部５７Ｂにおける第２扉体２２の厚さ方向の両端部のうちの点検カバー２
３側とは反対側（言い換えると、上枠部材１０側）の端部から垂下する垂下部５７Ｃとを
有し、この垂下部５７Ｃは、図６に示されているように、第２扉体２２の開閉移動方向に
長い長さを有している。
【００６８】
　図１で示されている把持部５８を把持した手によって第２扉体２２を移動させると、こ
の移動は、紐状部材５５の走行と回転部材５２，５４の回転とによって第１扉体２１に伝
達され、この伝達により、第１扉体２１は、第２扉体２２の速度の半分の速度で第２扉体
２２と同じ方向へ移動し、第１扉体２１は低速扉体となり、第２扉体２２は高速扉体とな
る。
【００６９】
　図１に示した戸尻側の竪枠部材１２には、戸先側（閉じ側）へ水平方向に延出した２個
のストップ部材５９が、図示されていないが、第１扉体２１の厚さ方向に離間して取り付
けられており、２個のストップ部材５９のうちの一方が、第１扉体２１の第１垂下部２１
Ｂに当接可能な位置に配置されており、他方が、第１扉体２１の第２垂下部２１Ｃに当接
可能な位置に配置されている。開き側へ移動した第１扉体２１の第１垂下部２１Ｂが、前
記２個のストップ部材５９のうちの一方に当接すると同時に、第２垂下部２１Ｃが他方に
当接することにより、第１扉体２１は前記出入口２を全開又は略全開とする図３の位置（
開き限位置）に達する。なお、ストップ部材５９は１個でもよい。この場合には、ストッ
プ部材５９は、第１扉体２１の第１垂下部２１Ｂ又は第２垂下部２１Ｃのいずれか一方に
当接可能なものであればよい。
【００７０】
　また、開き側へ移動し、第１扉体２１の内部に侵入している第２扉体２２は、図７に示
されているように、前記連結部材５７の水平部５７Ｂが、第１扉体２１の第２垂下部２１
Ｃに当接することにより、図３の位置に達する。このため、連結部材５７の水平部５７Ｂ
は、第２扉体２１のためのストップ部材となっている。なお、前記ストップ部材５９のよ
うに、第２扉体２２の戸尻側の端面に当接可能なストップ部材を戸尻側の竪枠部材１２に
取り付けてもよい。
【００７１】
　図３に示されているように、第１及び第２扉体２１，２２が全開位置に達した時には、
第１扉体２１の全部又は略全部は図１で説明した戸袋３の内部に収納されているとともに
、第２扉体２２の大部分は第１扉体２１の内部に侵入し、さらに、この第２扉体２２の戸
尻側の端部は、第１扉体２１の内部を貫通してこの第１扉体２１の戸尻側の端部から突出
している。
【００７２】
　なお、竪枠部材１２に第１扉体２１のためのストップ部材５９を設ける代わりに、第１
扉体２１の戸尻側のブラケット３８に当接部材を設けるとともに、第１ガイドレール３０
の戸尻側の端部近くにはこの当接部材が当接するストップ部材を設けるようにし、第１扉
体２１が開き側へ移動して前記当接部材が前記ストップ部材に当接することにより、第１
扉体２１が開き限位置（後退限位置）に達するようにしてもよい。
【００７３】
　また、第１扉体２１の戸尻側の端面に、この第１扉体２１の第１垂下部２１Ｂの戸尻側
の端部と、第２垂下部２１Ｃの戸尻側の端部との間の隙間を覆うための板材等で形成され
たカバー部材を取り付け、開き側へ移動した第２扉体２２の戸尻側の端面がこのカバー部
材に当接することにより、第２扉体２２が開き限位置（後退限位置）に達するようにして
よい。なお、この場合には、第２扉体２２は第１扉体２１の内部を貫通しないことになる
。
【００７４】
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　なお、扉体を引分け式や子扉付きのものなどとした場合には、閉じ移動方向に互いに対
向する扉体同士のうちの一方の扉体や子扉が開いているとき等において、全閉時に扉体の
戸先が当接する受け部材が存在しない場合に、扉体が閉じ移動限位置を超えて閉じ移動す
るのを防止するためのストップ部材を設けるようにしてもよい。
【００７５】
　なお、図面では示されていないが、第１扉体２１と第２扉体２２が出入口２を全開又は
略全開とする図３の位置に達したときに、これらの扉体２１，２２のうちの一方をその位
置に停止させて他方の扉体も連動機構５０を介して停止させ、把持部５８によって第２扉
体２２を閉じ側へ移動操作したときには、上記一方と上記他方が閉じ側へ移動することを
許容する全開位置停止装置を上枠部材１０や竪枠部材１２等の不動部材に取り付けてもよ
い。
【００７６】
　また、図４に示されているように、上枠部材１０の内部空間には、２個の扉体２１，２
２を自動的に閉じ移動させるための渦巻きばね式の自動閉鎖装置６０が配置され、この自
動閉鎖装置６０は、竪枠部材１１に取り付けられている。自動閉鎖装置６０からは、この
自動閉鎖装置６０の内部に設けられている渦巻きばね機構に一端が連結された金属製ワイ
ヤー又は合成樹脂製紐等による紐状部材６１が導出され、この紐状部材６１の他端は前記
戸先側のブラケット４１Ａに連結されている。
【００７７】
　第２扉体２２の戸先側の端部が戸先側の竪枠部材１１に当接していて２個の扉体２１，
２２が前記出入口２を全閉としているときに、把持部５８（図１参照）を握った手によっ
て第２扉体２２を第２ガイドレール３９に案内させて開き移動させ、第１扉体２１も連動
機構５０を介して第２扉体２２の速度の半分の速度で開き移動させると、自動閉鎖装置６
０から繰り出される紐状部材６１により、上記渦巻きばね機構の渦巻きばねにばね力が蓄
圧される。そして、把持部５８から手を離すと、この蓄圧されたばね力によって第２扉体
２２が自動的に閉じ移動し、第１扉体２１も連動機構５０を介して第２扉体２２の速度の
半分の速度で閉じ移動する。このため、本実施形態に係る引戸装置は、２個の扉体２１，
２２が、前記出入口２を全閉とする図１及び図２の位置まで自動的に移動する自動閉鎖式
の引戸装置になっている。
【００７８】
　また、図４に示されているように、第１扉体２１に取り付けられている第２ガイドレー
ル３９の突出部分３９Ｄの上部にはロータリー式ブレーキ装置７０が配置されており、図
１１には、図４におけるこのブレーキ装置７０を拡大した図が示されている。収納ケース
が２点鎖線で示されているこのブレーキ装置７０は、図４に示すように、第１扉体２１の
前記第１ローラ３２ごとに設けられている２個の前記ブラケット３３，３８のうち、戸先
側のブラケット３３に取り付けられている。すなわち、本実施形態では、このブラケット
３３は、第２ガイドレール３９に戸先側の第１ローラ３２Ａと、ブレーキ装置７０と、連
動機構５０の第１回転部材５２を取り付けるための部材となっており、部材の兼用化が図
られている。
【００７９】
　ロータリー式ブレーキ装置７０は、図１１に示すように、ラック部材７１に噛合するピ
ニオンギア７２を有し、このピニオンギア７２の回転中心軸７３は、図７に示すように、
第１扉体２１の厚さ方向に延びているとともに、この回転中心軸７３の軸方向は水平又は
略水平方向となっており、この回転中心軸７３と上記戸先側の第１ローラ３２Ａの回転中
心軸７４とは、平行又は略平行となっている。図７で示されているように、ラック部材７
１は、上枠部材１０の内部の前記取付部材２９に取り付けられた保持部材７５で下向きに
保持されている。
【００８０】
　ラック部材７１と保持部材７５は、第１扉体２１の開閉移動方向への長さを有している
とともに、これらのラック部材７１と保持部材７５は、図２及び図１１で示されているよ
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うに、第１ガイドレール３０の全長に渡る長さとなっておらず、ラック部材７１と保持部
材７５の戸先側の端部の位置は、図１１に示されているように、第１扉体２１が第２扉体
２２と共に前記出入口２を全閉とする位置に達したときに、ピニオンギア７２が到達して
いる位置と同じ位置又はこれよりも少し戸先側の位置となっている。また、ラック部材７
１と保持部材７５の戸尻側の端部の位置は、第２扉体２２の戸先側の端部と戸先側の竪枠
部材１１との間に人の肩幅と同じ程度の間隔が開いている位置まで第１扉体２１が達して
いるときに、この第２ガイドレール３９におけるピニオンギア７２と同じ位置又は略同じ
位置となっている。
【００８１】
　ロータリー式ブレーキ装置７０の内部には、シリコンオイル等の粘性流体が充填され、
この粘性流体の内部には、ピニオンギア７２に前記回転中心軸７３を介して結合されたブ
レードが収納され、ピニオンギア７２が回転すると、このブレードも回転中心軸７３を介
して回転する。
【００８２】
　このため、第１扉体２１と第２扉体２２が、前述した自動閉鎖装置６０の渦巻きばね機
構の渦巻きばねに蓄圧されたばね力による自動閉鎖力によって全開側から全閉側へ閉じ移
動し、この閉じ移動の途中において、ピニオンギア７２がラック部材７１に噛合し始めた
ときには、このときからピニオンギア７２がラック部材７１によって回転することにより
、第１扉体２１には、ロータリー式ブレーキ装置７０の上記粘性流体がブレードで撹拌さ
れることで生ずる粘性力による制動力が発生し、連動機構５０を介して第１扉体２１と連
結されている第２扉体２２にも制動力が生じ、これにより、２個の扉体２１，２２は、ロ
ータリー式ブレーキ装置７０で制動されて減速しながら出入口２を全閉とする位置まで達
する。
【００８３】
　また、前述したように、図１で示した把持部５８を握った手によって第２扉体２２を開
き移動させ、連動機構５０を介して第２扉体２２と連結されている第１扉体２１も開き移
動させる場合にも、ラック部材７１と噛合しているピニオンギア７２は回転するが、この
ピニオンギア７２と、ピニオンギア７２の前記回転中心軸７３との間には一方向クラッチ
が介設されており、第１扉体２１が開き側へ移動しているときのピニオンギア７２の回転
については、この一方向クラッチの接続は断絶されるため、２個の扉体２１，２２の開き
移動を、ロータリー式ブレーキ装置７０による制動力を発生させずに小さな力で軽く行う
ことができる。
【００８４】
　なお、全閉側へ移動している２個の扉体２１，２２を減速させるためのブレーキ装置は
、上記ロータリー式のものに限らず任意な形式のものを採用でき、例えば、シリンダ式の
ものでもよい。
【００８５】
　前述したように、第１扉体２１は、上面部２１Ａと、第１及び第２垂下部２１Ｂ，２１
Ｃとを有する枠部材で形成されているが、図９に示されているように、第１垂下部２１Ｂ
と第２垂下部２１Ｃの間には、前記下部フレーム部材４３が配置されており、第１及び第
２垂下部２１Ｂ，２１Ｃの下端部と、下部フレーム部材４３は、図９で示すビス等の結合
具９１，９２で結合されている。
【００８６】
　なお、第１及び第２垂下部２１Ｂ，２１Ｃの外面（戸先側及び戸尻側の端面を含む）に
は表面板が被せられており、また、第１及び第２垂下部２１Ｂ，２１Ｃの内面には、第１
扉体２１に耐火性を付与するための耐火材が取り付けられている。そして、第２扉体２２
の内部にも、図７及び図９に示されているように、耐火材９５が充填されている。
【００８７】
　図３に示されているように、第２扉体２２の２個の第２ローラ４０のうちの戸先側の第
２ローラ４０Ａの第１及び第２扉体２１，２２の開閉移動方向における位置Ｐ２は、第１
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及び第２扉体２１，２２の全開時において、第１扉体２１の２個の第１ローラ３２のうち
の戸先側の第１ローラ３２Ａの前記開閉移動方向における位置Ｐ１よりも戸尻側の位置と
なっている。また、図２に示されてように、第１及び第２扉体２１，２２の全閉時におい
ても、第２扉体２２の戸先側の第２ローラ４０Ａの前記位置Ｐ２は、第１扉体２１の戸先
側の第１ローラ３２Ａの前記位置Ｐ１よりも戸尻側の位置となっている。
【００８８】
　そして、第２扉体２２の戸先側の第２ローラ４０Ａの前記位置Ｐ２と、第１扉体２１の
戸先側の第１ローラ３２Ａの前記位置Ｐ１との関係は、第１及び第２扉体２１，２２の全
開から全閉までの全移動行程を通して、上記の関係となっている。すなわち、第２扉体２
２の戸先側の第２ローラ４０Ａの前記位置Ｐ２は、第１及び第２扉体２１，２２の全開か
ら全閉までの全移動行程を通して、第１扉体２１の戸先側の第１ローラ３２Ａの前記位置
Ｐ１よりも戸尻側（開き側）の位置となっている。
【００８９】
　また、図３に示されているように、第１扉体２１の戸先側の第１ローラ３２Ａの前記位
置Ｐ１は、第１及び第２扉体２１，２２の全開時において、第２扉体２２の前記開閉移動
方向における中央位置（重心位置）Ｍよりも戸先側の位置となっている。また、図２に示
されているように、第１及び第２扉体２１，２２の全閉時においても、第１扉体２１の戸
先側の第１ローラ３２Ａの前記位置Ｐ１は、第２扉体２２の前記中央位置Ｍよりも戸先側
の位置となっている。
【００９０】
　そして、第１扉体２１の戸先側の第１ローラ３２Ａの前記位置Ｐ１と、第２扉体２２の
前記中央位置Ｍとの関係は、第１及び第２扉体２１，２２の全開から全閉までの全移動行
程を通して、上記の関係となっている。すなわち、戸先側の第１ローラ３２Ａの前記位置
Ｐ１は、第１及び第２扉体２１，２２の全開から全閉までの全移動行程を通して、第２扉
体２２の前記中央位置Ｍよりも戸先側（閉じ側）の位置となっている。
【００９１】
　次に、以上説明した本実施形態に係る引戸装置の組立作業について説明する。
【００９２】
　前述した引戸装置の外枠組みを形成する上枠部材１０や、竪枠部材１１，１２、竪額縁
部材１３等は、工場において生産され、第１扉体２１と第２扉体２２も工場で生産され、
これらは、引戸装置の設置現場に搬送される。この搬送時には、上枠部材１０の取付部材
２９に、第１ガイドレール３０と、ラック部材７１を保持する保持部材７５等が取り付け
られており、連動機構５０の紐状部材５５も結合部材５６で結合されている。また、第１
扉体２１の第１垂下部２１Ｂの内側には第２ガイドレール３９が取り付けられ、この第２
ガイドレール３９の突出部分３９Ｄの戸先側の端部３９Ｅの近傍に、戸先側の第１ローラ
３２Ａ及びロータリー式ブレーキ装置７０がブラケット３３を介して取り付けられている
。また、連動機構５０の第１回転部材５２は、支持部材５１を介してブラケット３３の第
１水平部３３Ｂの上面に取り付けられている。また、戸尻側の第１ローラ３２Ｂは、ブラ
ケット３８を介して第１扉体２１の上面部２１Ａの上面に取り付けられ、連動機構５０の
第２回転部材５４は支持部材５３を介して前記ブラケット３８に取り付けられており、こ
のように、工場で実施可能の各種作業は予め工場で行われている。
【００９３】
　引戸装置の設置現場において、まず、竪枠部材１１，１２や上枠部材１０によって前記
外枠組みを形成する。なお、上枠部材１０は、図７に示されているように、上側の壁５の
下地材１５にアンカー部材１６を介して結合される。また、このとき、前記補強部材２０
や前記内側壁材と外側壁材と壁仕上げ材による戸袋３の部分の壁５のうちの前記点検カバ
ー２３が取り付けられる側とは反対側の壁５を形成する作業や、扉体２１，２２の厚さ方
向両側に配置される２個の竪額縁部材１３（図７及び図１０参照）のうちの前記点検カバ
ー２３が取り付けられる側とは反対側に配置される竪額縁部材１３を取り付ける作業も行
われる。なお、点検カバー２３が取り付けられる側の壁５を形成する作業や、点検カバー
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２３が取り付けられる側に配置される竪額縁部材１３を取り付ける作業や、上枠部材１０
に点検カバー２３を取り付ける作業は、扉体２１，２２を設置した後に行う。
【００９４】
　竪枠部材１１，１２や上枠部材１０によって外枠組みを形成した後、第２ガイドレール
３９にブラケット３３を介して取り付けられている戸先側の第１ローラ３２Ａと、第１扉
体２１の上面部２１Ａの上面にブラケット３８を介して取り付けられている戸尻側の第１
ローラ３２Ｂを、上枠部材１０の取付部材２９に取り付けられている第１ガイドレール３
０の上に載せる作業、すなわち、２個の第１ローラ３２を第１ガイドレール３０に係合さ
せることによって第１扉体２１を第１ガイドレール３０に吊り込む作業を行う。この吊り
込み作業は、第１扉体２１の下部フレーム部材４３の溝３４に前記第１ガイドローラ３５
を挿入しながら行う。また、この作業は、ブレーキ装置７０のピニオンギア７２を、上枠
部材１０の取付部材２９に結合された保持部材７５に保持されているラック部材７１に噛
合させながら行う。
【００９５】
　この後、第２扉体２２にブラケット４１を介して取り付けられている２個の第２ローラ
４０を、第１扉体２１の第１垂下部２１Ｂの内側に取り付けられている第２ガイドレール
３９の上に載せる作業、すなわち、２個の第２ローラ４０を第２ガイドレール３９に係合
させることによって第２扉体２２を第２ガイドレール３９に吊り込む作業を行う。なお、
この作業は、先に第１ガイドレール３０に吊り下げられている第１扉体２１が、第２ガイ
ドレール３９に吊り込もうとする第２扉体２２と干渉しないように、予め第１扉体２１を
戸尻側へ開き移動させておく必要がある。なお、図１に示されているストップ部材５９は
、この作業の後に竪枠部材１２に取り付ける。
【００９６】
　第２扉体２２を第２ガイドレール３９に吊り込んだ後は、この第２扉体２２を戸尻側へ
開き移動させて、図９で示されている第２扉体２２の下端部の溝４２に、第１扉体２１に
取り付けられている下部フレーム部材４３に配置された第２ガイドローラ４４を挿入する
。
【００９７】
　以上の作業を行った後、前記自動閉鎖装置６０を戸先側の竪枠部材１１に取り付ける。
この後、一部が結合部材５６で上枠部材１０の取付部材２９に結合されている連動機構５
０の紐状部材５５を２個の回転部材５２，５４に掛け回しながらこの紐状部材５５の両端
部を、第２扉体２２の戸先側のブラケット４１Ａに結合されている連結部材５７に止着具
で止着する作業と、自動閉鎖装置６０から導出されている紐状部材６１の端部を、第２扉
体２２の戸先側のブラケット４１Ａに結合する作業を行う。
【００９８】
　この後、前記補強部材２０や前記内側壁材と外側壁材と壁仕上げ材による戸袋３の部分
の壁５のうちの点検カバー２３が取り付けられる側の壁５を形成する作業や、点検カバー
２３が取り付けられる側に配置される竪額縁部材１３を取り付ける作業を行う。そして、
最後に、上枠部材１０に点検カバー２３を取り付けセットする作業等を行うことにより、
引戸装置は設置現場において組み立てられることになる。
【００９９】
　以上説明した本実施形態では、第２扉体２２の２個の第２ローラ４０のうちの戸先側の
第２ローラ４０Ａの第１及び第２扉体２１，２２の開閉移動方向における位置Ｐ２は、第
１及び第２扉体２１，２２の全開から全閉までの全移動行程を通して、第１扉体２１の２
個の第１ローラ３２のうちの戸先側の第１ローラ３２Ａの前記開閉移動方向における位置
Ｐ１よりも戸尻側（開き側）の位置となっている。また、第１扉体２１の戸先側の第１ロ
ーラ３２Ａの前記位置Ｐ１は、第１及び第２扉体２１，２２の全開から全閉までの全移動
行程を通して、第２扉体２２の前記開閉移動方向における中央位置Ｍよりも戸先側（閉じ
側）の位置となっている。
【０１００】
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　これによると、第２扉体２２の重量が２個の第２ローラ４０と第２ガイドレール３９と
を介して第１扉体２１に作用しても、この第１扉体２１の開閉移動方向の重量バランスは
、前述した従来の多重引き式引戸装置の第１扉体と比較して、第１及び第２扉体２１，２
２の全開から全閉までの全移動行程を通して（特に、全閉時において）良くなるので、第
１扉体２１がこの第１扉体２１の厚さ方向に通る水平軸を中心として揺動することを有効
に抑えることができるようになる。
【０１０１】
　このため、本実施形態によると、第２扉体２２と共に開口部である出入口２を開閉する
ための第１扉体２１の姿勢の安定化を図ることができるようになる。また、これにより、
第１扉体２１及び第２扉体２２の円滑な開閉移動が達成できる。
【０１０２】
　また、本実施形態では、第１扉体２１の戸先側の第１ローラ３２Ａは、第２ガイドレー
ル３９の突出部分３９Ｄにおける戸先側の端部３９Ｅの近傍にブラケット３３を介して取
り付けられている。このため、戸先側の第１ローラ３２Ａと戸尻側の第１ローラ３２Ｂと
の間隔が、従来の多重引き式引戸装置の第１扉体と比較してより長くなるので、第１ガイ
ドレール３０に吊り下げられた第１扉体２１の開閉移動方向の重量バランスがより良くな
り、第１扉体２１がこの第１扉体２１の厚さ方向に通る水平軸を中心として揺動すること
をより有効に抑えることができるようになる。
【０１０３】
　また、本実施形態では、連動機構５０の２個の回転部材のうちの戸先側の回転部材であ
る第１回転部材５２は、第１扉体２１の戸先側の第１ローラ３２Ａを第２ガイドレール３
９の前記突出部分３９Ｄに取り付けるためのブラケット３３の第１水平部３３Ｂの上面に
支持部材５１を介して取り付けられている。一方、前述したように、従来の多重引き式引
戸装置に備えられている連動機構では、戸先側の回転部材は第２ガイドレールの突出部分
に取り付けられているため、戸先側の第１ローラのためのブラケットをこの突出部分に設
けるときには、前記戸先側の回転部材（正確には、この回転部材を回転自在に支持する支
持部材）が邪魔になってしまう場合が生じる。
【０１０４】
　しかし、本実施形態では、戸先側の第１回転部材５２が前記ブラケット３３に取り付け
られているので、戸先側の第１ローラ３２Ａを第２ガイドレール３９の前記突出部分３９
Ｄの任意の位置に設けることができるようになっている。これにより、戸先側の第１ロー
ラ３２Ａを第２ガイドレール３９の突出部分３９Ｄの端部３９Ｅ又はその近傍に設けるこ
とが可能となっている。
【０１０５】
　図１２及び図１３には、第２扉体２１の第２ローラ４０の配置位置の別実施形態が示さ
れている。図１２は、本実施形態に係る第１扉体２と第２扉体２２が出入口２を全開とす
る位置に達していて出入口２が開けられているときの図３と同様の図であり、図１３は、
本実施形態に係る第１扉体２１と第２扉体２２が出入口２を全閉とする位置に達していて
出入口２が閉じられているときの図２と同様の図である。
【０１０６】
　図１２及び図１３に示すように、本実施形態においても、第２扉体２２の戸先側の第２
ローラ４０Ａの第１及び第２扉体２１，２２の開閉移動方向における位置Ｐ２は、第１及
び第２扉体２１，２２の全開から全閉までの全移動行程を通して、第１扉体２１の戸先側
の第１ローラ３２Ａの前記開閉移動方向における位置Ｐ１よりも戸尻側の位置となってい
る。また、第１扉体２１の戸先側の第１ローラ３２Ａの前記位置Ｐ１は、第１及び第２扉
体２１，２２の全開から全閉までの全移動行程を通して、第２扉体２２の前記開閉移動方
向における中央位置Ｍよりも戸先側の位置となっている。
【０１０７】
　さらに、本実施形態では、図１２及び図１３に示すように、第２扉体２２の戸尻側の第
２ローラ４０Ｂの第１及び第２扉体２１，２２の開閉移動方向における位置Ｐ４が、第１
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及び第２扉体２１，２２の全開から全閉までの全移動行程を通して、第１扉体２１の戸尻
側の第１ローラ３２Ｂの前記開閉移動方向における位置Ｐ３よりも戸先側（閉じ側）の位
置となっている。
【０１０８】
　このように、本実施形態では、第２扉体２２の２個の第２ローラ４０は、第１及び第２
扉体２１，２２の全開から全閉までの全移動行程を通して、第１扉体２１の２個の第１ロ
ーラ３２の間に位置するようになっている。
【０１０９】
　これにより、第１扉体２１の開閉移動方向の重量バランスは、前述した図１～図１１の
実施形態の第１扉体２１と比較して、第１及び第２扉体２１，２２の全開から全閉までの
全移動行程を通してより良くなるので、第１扉体２１がこの第１扉体２１の厚さ方向に通
る水平軸を中心として揺動することをより有効に抑えることができるようになる。
【０１１０】
　なお、以上説明した実施形態では、第１及び第２扉体を開閉移動方向へ案内する第１及
び第２ガイド部材はガイドレールであったが、スライドレール（スライディングレール）
でもよい。
【０１１１】
　また、以上説明した実施形態における連動機構５０の紐状部材５５は、平ベルトでもよ
く、タイミングベルトでもよく、チェーン等でもよい。
【０１１２】
　また、以上説明した実施形態に係る多重引き式引戸装置は、第２扉体が第１扉体の内部
に出入り可能となっている入れ子式のものであったが、本発明は、第１扉体に対して第２
扉体を、第１扉体の厚さ方向にずれて配置した多重引き式引戸装置等にも適用できる。ま
た、以上説明した実施形態では、扉体の数は２個であったが、本発明は、３個以上の扉体
を備えている多重引き式引戸装置にも適用できる。
【０１１３】
　また、以上説明した実施形態では、第１及び第２扉体２１，２２に設けられている第１
及び第２ローラ３２，４０の個数はそれぞれ２個であったが、３個以上でもよい。
【０１１４】
　なお、以上説明した実施形態において、第１及び第２扉体２１，２２が全閉位置に達し
たとき、第２扉体２２の戸先側の第２ローラ４０Ａの第１及び第２扉体２１，２２の開閉
移動方向における位置Ｐ２（図２及び図１３参照）は、第１扉体２１の戸先側の第１ロー
ラ３２Ａの前記開閉移動方向における位置Ｐ１（図２及び図１３参照）と同じ位置又は略
同じ位置（重量バランスへの影響をほとんど無視できる範囲内で前記位置Ｐ１よりわずか
に戸先側にずれていることを含む）にあってもよい。
【０１１５】
　また、第１及び第２扉体２１，２２が全閉位置に達したとき、前記位置Ｐ１は、第２扉
体２２の前記開閉移動方向における中央位置Ｍ（図２及び図１３参照）と同じ位置又は略
同じ位置（重量バランスへの影響をほとんど無視できる範囲内で前記位置Ｍよりわずかに
戸尻側にずれていることを含む）にあってもよい。
【０１１６】
　なお、以上説明した実施形態によると、第１扉体２１の戸先側の第１ローラ３２Ａと戸
尻側の第１ローラ３２Ｂとの間隔が大きくなるため、第１ガイドレール３０（図２及び図
１３参照）において、戸先側の第１ローラ３２Ａ及び戸尻側の第１ローラ３２Ｂが転動し
ない範囲が存在すれば、第１ガイドレール３０は前記範囲を省略した分割構成としてもよ
い。さらに、前記範囲を省略することにより形成されたスペースには、リニアモータなど
の駆動源装置を配置するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明は、少なくとも第１及び第２の２個の扉体がガイドレール等のガイド部材に吊り
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下げられた上吊り式の多重引き式引戸装置であって、第２扉体のためのガイド部材が第１
扉体に取り付けられている多重引き式引戸装置に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る多重引き式引戸装置の全体を示す正面図である。
【図２】図１の上枠部材の内部に収納配置されている扉体移動機構を示す全体正面図であ
って、図１で示されている点検カバーを取り外し、かつ堅額縁部材と戸袋と壁を除外し、
第１扉体と第２扉体が出入口を全閉とする位置に達しているときを示した図である。
【図３】第１扉体と第２扉体が出入口を全開とする位置に達しているときを示す図２と同
様の図である。
【図４】図２のときの第１扉体と第２扉体と扉体移動機構の要部を拡大して示した正面図
である。
【図５】図２のときの第１扉体と扉体移動機構の一部を拡大して示した正面図である。
【図６】図２のときの第２扉体と扉体移動機構の一部を拡大して示した正面図である。
【図７】点検カバーを２点鎖線で示した図４のＳ７－Ｓ７線断面図である。
【図８】点検カバーを２点鎖線で示した図４のＳ８－Ｓ８線断面図である。
【図９】第１扉体と第２扉体の下部を示す断面図である。
【図１０】第１扉体と第２扉体を連動させる連動機構を示す図４のＳ１０－Ｓ１０線断面
図である。
【図１１】図４で示されているロータリー式ブレーキ装置を拡大し、収納ケースを２点鎖
線で示した図である。
【図１２】第２扉体の第２ローラの配置位置の別実施形態を示す図であって、第１扉体と
第２扉体が出入口を全開とする位置に達しているときを示した図３と同様の図である。
【図１３】図１２で示されている第１扉体と第２扉体が出入口を全閉とする位置に達して
いるときを示した図２と同様の図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　２　開口部である出入口
　２１　第１扉体
　２１Ａ　第１扉体の上部である上面部
　２２　第２扉体
　２２Ａ　第２扉体の上部である上面部
　３０　第１ガイド部材である第１ガイドレール
　３２　第１扉体の第１係合部である第１ローラ
　３２Ａ　（最も）戸先側の第１係合部である第１ローラ
　３３　戸先側の第１ローラを第２ガイドレールに取り付けるためのブラケット
　３９　第２ガイド部材である第２ガイドレール
　３９Ｄ　第２ガイドレールの突出部分
　３９Ｅ　第２ガイドレールの突出部分における戸先側の端部
　４０　第２扉体の第２係合部である第２ローラ
　４０Ａ　（最も）戸先側の第２係合部である第２ローラ
　５０　連動機構
　５２　戸先側の回転部材である第１回転部材
　５４　戸尻側の回転部材である第２回転部材
　５５　紐状部材
　５６　紐状部材が結合される不動部材である結合部材
　Ｍ　第２扉体の第１及び第２扉体の開閉移動方向における中央位置
　Ｐ１　（最も）戸先側の第１ローラの前記開閉移動方向における位置
　Ｐ２　（最も）戸先側の第２ローラの前記開閉移動方向における位置
　Ｐ３　（最も）戸尻側の第１ローラの前記開閉移動方向における位置
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　Ｐ４　（最も）戸尻側の第２ローラの前記開閉移動方向における位置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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